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出張所だよりは【江戸川河川事務所のホームページ】 
（http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa）に掲載しています。 

出水期（しゅっすいき）とは‥‥６月１日～１０月３１日までの５ヶ月

間は、梅雨の大雨や、台風による大雨で河川が増水しやすい時

期であるため、出水期とよんで、河川巡視、樋管等施設の点検、

堤防の点検などの河川管理体制を強化するとともに、原則として

河川工事を行わない期間として定めています。 

 

非出水期（ひしゅっすいき）とは‥‥出水期以外の１１月１日～翌年

５月３１日までの７ヶ月間を非出水期とよんで、河川工事を実施する

期間として定めています。 

 １１月から非出水期となり、江戸川上流出張所の管理区域【左岸は４７．５ｋ地点（新五駄排水樋管付近）から上流へ、

右岸は３９．２ｋ地点（野田橋下流付近）から上流へ、５９．７ｋ地点（江戸川分派点）まで】において、たくさんの河川工事

が始まります。 その殆どが、堤防の川側に盛土して傾斜を緩く（１：４の傾きに）して堤防を強くする工事です。 連続し

て工事が続くため、＜堤防天端道路を通行止めする区間＞があります。 河川を利用する方や近隣住民の皆様には、

大変なご不便やご迷惑をおかけしますが、何とぞご理解、ご協力の程、お願い申し上げます。 
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 ＜堤防天端道路の通行止め区間＞を下図に示しましたが、詳しくは【江戸川河川事務所

のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ】や【現地看板】等でもご案内しています。 

＜お知らせ＞１１月から‥非出水期‥多くの河川工事が始まります 
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【江戸川上流だより】編集長　　　丸山　寿一
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　河川用語を解りやすく紹介したいと思いましたが、
難しいですね。【事務所のホームページ】でも河川用
語について紹介しておりますので、是非ご覧下さい。
　今年は９月に台風１８号、１０月には２６号、２７号が
日本列島を襲い、特に伊豆大島には甚大な被害をも
たらしました。
　１１月から非出水期となりますが、過去、非出水期に
なって季節外れの台風に襲われた年もありました。油
断せず、その際は万全の体制で、洪水対応に取り組
む所存です。
　江戸川の洪水被害をなくすために、築堤工事を始め
様々な河川工事を、安全に進めて参りますので、今
後もご支援、ご協力の程よろしくお願いします。

出張所には様々なご相談やご意見を頂いております。 

河川に関するお問い合わせは当出張所まで。 

             【首都圏氾濫区域堤防強化対策】（しゅとけん はんらん くいき ていぼう きょうか たいさく） 

                 ・堤防の断面を大きくすることで、洪水の浸透による堤防の決壊を防ぐ｡  
                 ・川裏のり勾配７割、川表のり勾配４割の断面の大きな堤防になる。 
                ・江戸川の対策範囲は、江戸川右岸上流端（江戸川分派点）から常磐自動車道江戸川 
                 橋梁上流付近まで。     ※詳しくは、江戸川河川事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。 
 
・堤外地（ていがいち）、堤内地（ていないち）‥堤防によって洪水から守られている（人の住む）側を堤内地。堤防に挟まれて水が

流れる側が堤外地。日本では昔から洪水を外敵と見なして住む側を堤防の内側と考え、このように言われてきた。 
 
 
・左岸（さがん）、右岸（うがん）‥河川の両岸について、上流から下流に向かって右側を右岸、左側を左岸という。 
・川表（かわおもて）‥川側、川の中側、堤外は同意語。  川裏（かわうら）‥民地側、川の外側、堤内は同意語。 
・築堤（ちくてい）‥盛土（もりど）して堤防を作ること、堤防を大きくすることも築堤という。築堤と堤防整備は同意語。 
・計画高水位（けいかく こうすいい）（Ｈ．Ｗ．Ｌ）‥計画高水流量が安全に流れるように､計画された川の断面（左岸堤防から右岸

堤防までの幅や、低水路の幅、深さなどで定められる川の断面）を流れたときのその場所の水位。 
•計画高水流量（けいかく こうすいりゅうりょう）‥河川の計画の基本となる流量をもとに、その河川の主要な地点で設定される洪水

の流量をいう。 ・水位（すいい）‥水面の高さ。  ・流量（りゅうりょう）‥川を流れる水量のこと。単位は（例として）毎秒7,000ﾘｯ

ﾎﾟｰﾒｰﾄﾙ、7,000トンともいう。 
・低水路（ていすいろ）‥普段、水が流れている部分。 ・高水敷（こうすいしき）‥川の中の低水路と堤防の間の土地。河川敷とも

いう。 ・堤防敷（ていぼうしき）‥堤防の敷地   ・天端（てんば）‥堤防のてっぺん。 ・法面（のりめん）‥堤防の斜面。  
・河川区域（かせんくいき）‥一般に堤防の川裏の官民境界から、対岸の川裏の官民境界までの間の河川としての役割をもつ土

地を河川区域といい、河川法が適用される。 
・浸透（しんとう）‥洪水の水が堤防の中に浸み込むこと。浸透により水みちができると漏水（ろうすい）（水がもれ出す）が起こり、

決壊する危険性が高まる。 ・決壊（けっかい）‥洪水時に堤防が壊れること。破堤（はてい）は同意語。 

・緩傾斜化（かんけいしゃか）‥堤防のり面の傾きを緩やかにし、大きくて強い堤防にすること。 
・ｎ割（１：ｎ）（いちたいエヌ）‥高さ１に対して、横に ｎ の斜面の傾き（勾配（こうばい））を表す。川表の緩傾斜化 
（川表のり勾配４割）の施工前の堤防のり面は、２割～３割くらいとなっている。 
・一次盛土、二次盛土‥川裏のり勾配７割の盛土断面が大きいため、一度に盛土をすると 
変形を起こす可能性があるときは、一次と二次の二段階で盛土を行う。 
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